
庁舎賃貸借契約（利根
川中流支所）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局利根
川水系土地改
良調査管理事
務所所長 利根
基文

千葉県柏
市根戸
471-65

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- - - - - - - - - -

庁舎賃貸借契約（大利
根用水支所）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局利根
川水系土地改
良調査管理事
務所所長 利根
基文

千葉県柏
市根戸
471-65

令和5年4月3日
有限会社ラブイシカワ
法人番号7040002084691

千葉県
旭市ロ
1247-4

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- 2,838,000 - - - - - - - -

庁舎賃貸借契約（赤城
西麓支所）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局利根
川水系土地改
良調査管理事
務所所長 利根
基文

千葉県柏
市根戸
471-65

令和5年4月3日
株式会社北毛開発
法人番号2070001017919

群馬県
渋川市
石原
320-2

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- 2,574,000 - - - - - - - -

職員宿舎賃貸借契約
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局利根
川水系土地改
良調査管理事
務所所長 利根
基文

千葉県柏
市根戸
471-65

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- - - - - - - - - -

令和5年度 基幹水利施
設保全管理対策 農業
水利ストック情報データ
ベースシステム運用保
守及びクラウドサービス
提供業務
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
一般社団法人 農業農村整
備情報総合センター
法人番号8010005005688

東京都
中央区
日本橋
富沢町
10-16

会計法第29条の3第
4項（公募）

- - 29,040,000 - - - - - - - -

別紙様式5

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

令和5年度 国営造成土
地改良施設防災情報
ネットワーク事業 シス
テム運用・保守業務
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
一般社団法人 農業農村整
備情報総合センター
法人番号8010005005688

東京都
中央区
日本橋
富沢町
10-16

会計法第29条の3第
4項（公募）

- - 44,880,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借料
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局西関
東土地改良調
査管理事務所
長 兼平 正樹

静岡県菊
川市加茂
2280-1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

宿舎法施行規則第12条
の貸与基準に基づく物件
である職員宿舎の継続賃
貸借を行うものであり、供
給で一に特定される賃貸
借契約であるため。

- - - - - - - - - -

天竜川下流 国営造成
施設応急対策事業 浅
羽陽水騎乗建設工事に
係る土地使用に関する
補償金
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局西関
東土地改良調
査管理事務所
長 兼平 正樹

静岡県菊
川市加茂
2280-1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共事業の施行に伴う損
失補償に関して契約を行
うもので、工事に必要とな
る契約であり、場所及び
契約相手方が特定される
ものであるため、随意契
約を行うものである。

- - - - - - - - - -

令和5年度 800MHz帯
デジタルMCA中継局利
用契約
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局土地
改良技術事務
所長 山田 和広

埼玉県川
口市南町
2-5-3

令和5年4月3日
一般財団法人移動無線セ
ンター
法人番号5011105005408

東京都
新宿区
西新宿
3-7-1

会計法第29条の3第
4項（法令等の規定）

電波法4条に基づく総務省
の許可を受け、本地域に
おいてＭCA無線を構築・
運営している者は唯一当
該業者のみであることに
より、競争を許さないこと
から随意契約を結ぶもの
である。

- 1,465,200 - - - - - - - -

令和5年度 工事実績情
報システム（コリンズ）
利用
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局土地
改良技術事務
所長 山田 和広

埼玉県川
口市南町
2-5-3

令和5年4月3日
一般財団法人日本建設情
報総合センター
法人番号4010405010556

東京都
港区赤
坂5-5-
20

会計法第29条の3第
4項（特定情報）

農業農村整備事業に係る
工事実績、技術者データ
等の情報を持っている唯
一の機関であり、工事実
績情報サービスに関する
プログラム及びデータ
ベースの著作権を有して
いる機関であるため。

- 1,106,380 - - - - - - - -



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

令和5年度 電子入札シ
ステム運用保守業務
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
日本電気株式会社
法人番号7010401022916

東京都
港区芝
5-7-1

会計法第29条の3第
4項（公募）

- - 276,980,000 - - - - - - -

共同調
達（大
臣官

房、林
野庁、
水産庁
をとりま
とめて
見積実

施）

令和5年度 農業農村整
備事業総合支援システ
ム運用保守業務
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
一般社団法人農業農村整
備情報総合センター
法人番号8010005005688

東京都
中央区
日本橋
富沢町
10-16

会計法第29条の3第
4項（公募）

- - 533,654,000 - - - - - - - -

庁舎敷地賃貸借
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局那珂
川沿岸農業水
利事業所長 瀨
戸 太郎

茨城県水
戸市中河
内町960-1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定されるため。

- - - - - - - - - -

埜原機場建設工事に係
る土地使用補償金
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局印旛
沼二期農業水
利事業所長 渡
邊 史郎

千葉県佐
倉市宮小
路町28

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共事業の施行に伴う損
失補償に関して契約を行
うもので、工事に必要とな
る契約であり、場所及び
契約相手方が特定される
ものであるため、随意契
約を行うものである。

- - - - - - - - - -



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

建物賃貸借契約（印旛
第一宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局印旛
沼二期農業水
利事業所長 渡
邊 史郎

千葉県佐
倉市宮小
路町28

令和5年4月3日
株式会社ブリリアント
法人番号7010001136686

東京都
台東区
上野2-
1-10

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の継続賃貸借を
行うものであり、場所が限
定され供給者が一に特定
されるため。

- 1,068,166 - - - - - - - -

建物賃貸借契約（印旛
第十一宿舎及び印旛第
十三宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局印旛
沼二期農業水
利事業所長 渡
邊 史郎

千葉県佐
倉市宮小
路町28

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の継続賃貸借を
行うものであり、場所が限
定され供給者が一に特定
されるため。

- - - - - - - - - -

建物賃貸借契約（印旛
第十二宿舎及び印旛第
十四宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局印旛
沼二期農業水
利事業所長 渡
邊 史郎

千葉県佐
倉市宮小
路町28

令和5年4月3日
株式会社吉光コーポレー
ション
法人番号3040001049336

千葉県
佐倉市
鏑木町
1-5-9

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の継続賃貸借を
行うものであり、場所が限
定され供給者が一に特定
されるため。

- 858,100 - - - - - - - -

建物賃貸借契約（印旛
第十五宿舎及び印旛第
十六宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局印旛
沼二期農業水
利事業所長 渡
邊 史郎

千葉県佐
倉市宮小
路町28

令和5年4月3日
有限会社ユニハウジング
法人番号6040002061733

千葉県
佐倉市
ユーカリ
が丘3-
1-8

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の継続賃貸借を
行うものであり、場所が限
定され供給者が一に特定
されるため。

- 1,368,000 - - - - - - - -

荒川中部農業水利事
業 導水幹線仮設調整
池に係る土地使用補償
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局荒川
中部農業水利
事業所長 渡辺
英樹

埼玉県深
谷市岡
2381-1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共事業の施行に伴う損
失補償に関して契約を行
うもので、工事に必要とな
る契約であり、場所及び
契約相手方が特定される
ものであるため、随意契
約を行うものである。

- - - - - - - - - -



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

荒川中部農業水利事
業 導水幹線仮設調整
池(預土)に係る土地使
用補償
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局荒川
中部農業水利
事業所長 渡辺
英樹

埼玉県深
谷市岡
2381-1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共事業の施行に伴う損
失補償に関して契約を行
うもので、工事に必要とな
る契約であり、場所及び
契約相手方が特定される
ものであるため、随意契
約を行うものである。

- - - - - - - - - -

荒川中部農業水利事
業所 庁舎賃貸借
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局荒川
中部農業水利
事業所長 渡辺
英樹

埼玉県深
谷市岡
2381-1

令和5年4月3日
深谷市
法人番号2000020112186

埼玉県
深谷市
仲町11-
1

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- 4,064,077 - - - - - - - -

庁舎賃貸借
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局三方
原用水二期農
業水利事業所
長 石田 勲

静岡県浜
松市中区
砂山町
350-5

令和5年4月3日
和光商事株式会社
法人番号2080401017617

静岡県
袋井市
掛之上
3-1

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- 8,982,850 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局三方
原用水二期農
業水利事業所
長 石田 勲

静岡県浜
松市中区
砂山町
350-5

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局三方
原用水二期農
業水利事業所
長 石田 勲

静岡県浜
松市中区
砂山町
350-5

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- - - - - - - - - -



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

導水幹線水路改修工
事(8号分水工改修)に
伴う土地使用補償金
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局三方
原用水二期農
業水利事業所
長 石田 勲

静岡県浜
松市中区
砂山町
350-5

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共事業の施行に伴う損
失補償に関して契約を行
うもので、工事に必要とな
る契約であり、場所及び
契約相手方が特定される
ものであるため、随意契
約を行うものである。

- - - - - - - - - -

建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局茨城
中部農地整備
事業所長 髙木
正崇

茨城県東
茨城郡茨
城町大字
小堤1023-
1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の賃貸借を行な
うものであり、宿舎法の貸
与基準及び緊急参集体制
確保のため場所が限定さ
れ供給者が一に特定され
るため。

- - - - - - - - - -

建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局茨城
中部農地整備
事業所長 髙木
正崇

茨城県東
茨城郡茨
城町大字
小堤1023-
1

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の賃貸借を行な
うものであり、宿舎法の貸
与基準及び緊急参集体制
確保のため場所が限定さ
れ供給者が一に特定され
るため。

- - - - - - - - - -

建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局茨城
中部農地整備
事業所長 髙木
正崇

茨城県東
茨城郡茨
城町大字
小堤1023-
1

令和5年4月3日
株式会社大令エステート
法人番号3050001002839

茨城県
東茨城
郡茨城
町前田
1707-
367

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

職員宿舎の賃貸借を行な
うものであり、宿舎法の貸
与基準及び緊急参集体制
確保のため場所が限定さ
れ供給者が一に特定され
るため。

- 2,388,000 - - - - - - - -

令和5年度国営茨城中
部土地改良事業の換
地処分等に関する業務
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
茨城県
法人番号2000020080004

茨城県
水戸市
笠原町
978-6

会計法第29条の3第
4項（法令等の規定）

土地改良法施行令第51
条の2により、国営土地改
良事業に係る換地処分の
業務はその施行に係る地
域の都道府県知事が行う
こととされているため。

- 99,446,000 - - - - - - - -



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

令和5年度庁舎賃貸借
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
小山都市開発株式会社
法人番号4060001014114

栃木県
小山市
中央町
3-7-1

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定されるため。

- 11,560,032 - - - - - - - -

与良川統合排水機場
建設工事に伴う土地使
用補償
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局栃木
南部農業水利
事業所長 廣川
一郎

栃木県小
山市中央
町3-7-1ロ
ブレビル7
階

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共工事の施行に伴う土
地使用補償に関して契約
を行うものであり、場所及
び契約相手方が特定され
るため。

- - - - - - - - - -

与良川統合排水機場
建設工事に伴う土地使
用補償
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局栃木
南部農業水利
事業所長 廣川
一郎

栃木県小
山市中央
町3-7-1ロ
ブレビル7
階

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共工事の施行に伴う土
地使用補償に関して契約
を行うものであり、場所及
び契約相手方が特定され
るため。

- - - - - - - - - -

与良川統合排水機場
建設工事及び西部幹線
排水路改修工事(その
1)に係る土地使用補償
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局栃木
南部農業水利
事業所長 廣川
一郎

栃木県小
山市中央
町3-7-1ロ
ブレビル7
階

令和5年4月3日 個人情報非公表
個人情
報非公
表

会計法第29条の3第
4項（用地補償契約）

公共工事の施行に伴う土
地使用補償に関して契約
を行うものであり、場所及
び契約相手方が特定され
るため。

- - - - - - - - - -



公益法人の場合 再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者
の数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

物品役務等の名称及び
数量

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文（企画競争
等）

競争性のない随意契約に
よらざるを得ない理由

名称 所在地 商号又は名称

予定価格 契約金額 落札率

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

住所

庁舎賃貸借契約
一式

分任支出負担
行為担当官 関
東農政局手賀
沼農地防災事
業所長 古川 和
弘

千葉県印
西市木下
東2-4-1

令和5年4月3日
北総開発株式会社
法人番号1040001043729

千葉県
印西市
木下
1555-4

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能
であることから場所が限
定され、供給者が一に特
定される賃貸借であるた
め。

- 9,600,000 - - - - - - - -

令和5年度パーソナル
コンピュータ賃貸借
（H30導入PC再リース）
930式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月3日
東京センチュリー株式会社
法人番号6010401015821

東京都
千代田
区神田
練堀町3

会計法第29条の3第
4項（賃貸借契約）

ネットワーク環境の更新に
伴い必要となる賃貸借期
間が限定的であり、再リー
スで対応することが適して
いることから、供給者が一
に特定されるため。

- 1,320,759 - - - - - - -

共同調
達（管
下5事
業所を
とりまと
めて入
札実
施）

収入減少影響緩和対
策積立金管理業務委
託事業
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月25日
茨城県担い手育成総合支
援協議会

茨城県
水戸市
笠原町
978-26
茨城県
市町村
会館

会計法第29条の3第
4項（法令等の規定）

収入減少影響緩和対策
積立金を管理できる者（積
立金管理者）は、「担い手
法施行規則」及び「経営所
得安定対策等実施要綱」
により都県ごとに指定され
ているため、随意契約を
行うものである。

- 1,392,160 - - - - - - - -

収入減少影響緩和対
策積立金管理業務委
託事業
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月26日
栃木県担い手育成総合支
援協議会

栃木県
宇都宮
市平出
工業団
地9-25

会計法第29条の3第
4項（法令等の規定）

収入減少影響緩和対策
積立金を管理できる者（積
立金管理者）は、「担い手
法施行規則」及び「経営所
得安定対策等実施要綱」
により都県ごとに指定され
ているため、随意契約を
行うものである。

- 2,192,440 - - - - - - - -

収入減少影響緩和対
策積立金管理業務委
託事業
一式

支出負担行為
担当官 関東農
政局長 信夫 隆
生

埼玉県さい
たま市中央
区新都心
2-1さいた
ま新都心合
同庁舎2号
館

令和5年4月26日 千葉県農業再生協議会

千葉県
千葉市
中央区
市場町
1-1

会計法第29条の3第
4項（法令等の規定）

収入減少影響緩和対策
積立金を管理できる者（積
立金管理者）は、「担い手
法施行規則」及び「経営所
得安定対策等実施要綱」
により都県ごとに指定され
ているため、随意契約を
行うものである。

- 1,071,440 - - - - - - - -


